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１．１ 計画の目的 

   

住宅及び居住環境をとりまく社会情勢が大きく変化する中、これまでの不足する住宅の供

給を目的とした「住宅建設計画法」にかわり、少子高齢化等を踏まえた住宅ストックの質の

確保を目指した「住生活基本法」が平成 18 年に創設されました。この中で、「安全・安心

で良質な住宅ストック・良好な住環境の形成」、「住宅の取引の適正化、流通の円滑化のため

の住宅市場の環境整備」、「公営住宅の供給等住宅困窮者に対する住宅セーフティネットの構

築」の 3 つの基本方針が示されています。このように、国の政策体系が住宅の量の確保から

質の向上へと大きく転換されました。 

本市においては、既に住宅数が世帯数を上回り、年々空き家が増加するなど住宅需要に対

する供給総量は概ね確保されており、今後は防災や環境等に対応した質の高い住宅整備へと

転換していくことが重要であります。 

 また、全国平均を先行する人口減少、少子高齢化の進展に加え、平成 28 年度熊本地震の

発生など、住生活を取り巻く環境の変化に対応し、実情に即した政策を展開するため、平成

21 年 3 月に策定した現在の天草市住宅マスタープランを一部改訂した「天草市住生活基本

計画」（天草市住宅マスタープラン）を策定しました。 

  

 

 

１．２ 計画の位置づけ 

  

本計画は、以下の位置づけのもと、住宅・居住環境整備の総合的なマスタープランとして

策定します。 
 
■天草市住生活基本計画（天草市住宅マスタープラン）は、国の住生活基本計画及び熊本県

住生活基本計画（熊本県住宅マスタープラン）、天草市総合計画を上位計画とする住宅・

居住環境に関する基本計画です。 

■天草市住生活基本計画（天草市住宅マスタープラン）は市が住宅・居住環境整備に関する

施策を展開するにあたって基本となるものであり、施策の内容を明らかにし市民や事業者

に対しその実現に向けた協力を求め国や県との調整を図るための基本的な考え方を示す

ものです。 

■天草市住生活基本計画（天草市住宅マスタープラン）は、都市計画や福祉政策と連携を図

り、住宅政策を効果的に展開していくための計画です。このためまちづくりや福祉等に関

する計画における住宅・居住環境に関する分野との整合を図ります。 
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１．２ 計画期間 

 

本計画の期間は、令和 2 年度（2020 年度）から令和 7 年度（2025 年度）までの 6 年間

とします。なお、本計画は天草市総合計画や全国計画の見直し等を踏まえて、概ね 3 年後に

見直すこととします。 

年 

度 

H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

            

計画期間 H31-R7 

天草市住生活基本計画 

第 2 次天草市総合計画 

計画期間 H27-R3 

天草市 

住生活基本計画 

（全国計画） 

計画期間 H28-H37 

国 

熊本県 

天草空き家対策計画 

天草市都市計画マスタープラン 

天草市建築物耐震促進計画 

天草市景観計画 

天草公営住宅長寿命化計画 

等 

熊本県住生活基本計画 

熊本県住宅マスタープラン 

計画期間 H29-H37 

（上位計画） （上位計画） 

（
整
合
・
連
携
） 

（
整
合
） 

（
整
合
） 

第 2 次天草市総合計画 

天草市住生活基本計画 ～H21.3 天草市住宅マスタープラン 

今回改訂 計画見直

～H18.3 熊本県住生活基本計画 

（天草市住宅マスタープラン） 
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２.１ 社会背景 

 

① 人口（人口・世帯、流入・流出人口等） 

 本市の人口は、市町合併により熊本市、八代市に次ぐ県下 3 番目の人口を有する都市とな

りました。旧市町の合計で見ると、昭和３０年には 169,772 人あった人口が、少子化の進

行などによる減少が続き、平成 27 年には 82,738 人となっています。ピークであった昭和

３０年頃と比べると、平成 27 年までの 60 年間で約半数減少しています。 

 旧本渡市を除く市町では、人口の減少が続いており、特に昭和 40 年代に大きく人口が減

少しています。 

出典：国勢調査 
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② 世帯数 

 世帯数は増加傾向にありましたが平成 17 年から減少に転じ、平成 27 年には 33,085 世帯

となっています。平成 7 年の一世帯あたりの人員は 2.89 人でしたが平成 27 年には 2.38 人

となっています。人口が大きく減少しているにもかかわらず世帯数は緩やかな減少となって

おり、ひとり暮らしの高齢者の増加や核家族化が進んでいると推察されます。 

出典：国勢調査 

③ 人口の年齢別構成 

 年齢３区分別人口の状況 

 年齢別構成をみると、年少人口（0～14 歳）は減少を続けており、平成 27 年には 9,832 

人（11.8％）と昭和 55 年の 1/3 程度まで減少しました。 

 生産年齢人口（15～64 歳）も減少傾向となっており、平成 27 年には 42,098 人（50.8％）

と昭和 55 年から約 11.2％減少しています。 

 老年人口（65 歳以上）は、一貫して増加を続け、平成２年には年少人口を上回り、平成

27 年には 30,809 人（37.2％）となっており、本市の高齢化は全国平均（26.6％）及び県平

均（28.8％）を大きく上回るスピードで進んでいます。 

出典：国勢調査 
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④就業人口 

 就業人口は減少を続け、昭和 55 年の 55,731 人から平成 22 年には 37,456 人と 32.8％

減少しています。 

 第１次産業は、昭和 55 年の 19,064 人から平成 27 年には 5,064 人と 73.4％減少して

います。第２次産業は、昭和 55 年から平成 2 年にかけては若干増加しましたが、その後

は景気の低迷などから減少しており平成 27 年には 6,290 人となっています。増加を続け

ていた第３次産業は平成 17 年からは減少に転じていますが、昭和 55 年と比較すると約

3％増加しています。 

出典：国勢調査 
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⑤地目別土地面積 

 本市の総面積は、682.85 ㎢と県土面積の約 10％を占めています。平成 29 年度の土地利

用状況をみると、全体の約 75％を農地・山林等で占めており、宅地・道路用地については

約６％余りとなっております。 

      単位 上段：ha、下段：% 

  出典：H30 熊本県統計年鑑 

⑥都市計画区域区分及び用途地域の指定状況 

 本市は本渡都市計画区域と牛深都市計画区域で構成されています。 

本渡都市計画区域は、用途地域指定のある非線引きの都市計画区域で、住居系の用途地域が

75.4％、商業系の用途地域が 9.7％、工業系の用途地域が 15.0％となっています。 

 牛深都市計画区域は、用途地域指定のない非線引きの都市計画区域となっています。 

単位 上段：ha、下段：% 

出典：H30 熊本県統計年鑑 

⑦ 幹線道路 

 昭和 41 年の天草五橋の開通により、天草上島・下島と九州本土が陸続きとなり、市中心

部から熊本市まで自動車で 120 分となりました。平成 19 年には天草市の北東部を松島有明

道路（地域高規格道路）が供用開始され、平成 30 年には天城橋が開通し時間距離が短縮さ

れました。 

 市内の道路は、3 つの国道（国道 266 号、国道 324 号、国道 389 号）と県道が各地域を

結ぶように走っており、それらに生活道路である市道が接続しています。国道は、天草市の

南部を国道 266 号が西は牛深地域から本渡地域を経由し、東は上天草市まで、北部を国道

324 号が西は苓北町から本渡地域を経由して上天草市まで横断しています。また、苓北町の

北部富岡港から国道 389 号が河浦地域を通る国道 266 号へ接続しています。 
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⑧ 海上交通 

東シナ海・有明海・不知火海の 3 つの海に面することから、古くより陸海交通の要所とな

っており、県管理港 6 港、市管理港 20 港の 26 港があります。 

 旅客を扱う航路は、島内を結ぶほか長崎県の口之津町や鹿児島県の長島町へ計 5 航路就航

しています。 

⑨ 鉄道・バス路線 

 市内には鉄道はなく、最寄りの駅は宇城市にある JR 九州三角線の終点三角駅です。 

バス路線は、本渡バスセンターを中心に、天草各地及び熊本市へ路線バスが通っています。

市域内はほとんど山林で占められており、地域間を結ぶ交通利便性は高くないのが現状です。 

⑩ 空港 

 天草空港は、高速交通体系の空白地域である天草地域の交通の利便性向上を目的として、

熊本県により平成 12 年に整備されました。 

 現在、天草空港からは、福岡空港、熊本空港、大阪（伊丹）との間で運行されており、年

間約 8 万 4 千人（H28）の利用客があります。 
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２.２ 住宅・住環境の現状 

 住宅に関する基礎的な統計資料として国勢調査、住宅・土地統計調査、建築動態統計調査

があります。本項ではこれらの調査結果より本市における住宅の状況を整理します。 

 なお公開されている住宅・土地統計調査は、平成 15 年以前のデータは旧本渡市域及び旧

牛深市域のみであり、平成 20 年以降は天草市全体のデータとなっていることから、後者に

て比較することとなります。 

①住宅の状況 

 平成 20 年から平成 25 年の比較では住宅の総数が 300 増加しておりますが、居住世帯数

は 620 世帯減少しています。居住世帯なしの住宅数は 920 増加しており、そのうち空き家

数は 880 増加しています。空き家の増加は深刻な問題となりつつあります。 

単位 上段：戸数、下段：% 

（一時現在者のみ住宅数、空き家数及び建築中住宅数の割合は、居住世帯なし住宅数に対しての割合） 
出典：住宅・土地統計調査 

②所有関係別住宅の状況 

 平成 25 年住宅・土地統計調査における本市の住宅世

帯数は、持ち家が 25,560 世帯（78％）、民間の借家が

5,350 世帯（16％）、公営の借家が 1,510 世帯（4％）、

給与住宅が 460 世帯（1％）となっています。1 住居あ

たりの居室数は、持ち家で 5.95 室、借家で 3.41 室、1

住居あたりの延べ面積は持ち家で 133.29 ㎡、借家で

60.25 ㎡となり約２倍程度の開きがあります。 

 

 

 

 

 

 

出典：住宅・土地統計調査 
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③専用・併用住宅や構造種別とその建築年代 

 平成 25 年の専用住宅数は 31,430、店舗その他併用住宅数は 1,500 となっており、構造種

別では木造が 19,630、防火木造が 8,920、鉄骨造・鉄筋コンクリート造などの非木造住宅

は 4,380 となっています。 

単位：戸数 

 また、建築年代は昭和 46 年から平成 2 年までの 30 年間のうち、10 年毎の比較をすると、

5 千戸後半から 6 千戸後半の建築数で推移していました。平成 13 年からは減少傾向となり

直近の 2 か年半では多かった年代の半数以下となっています。 

単位：戸数 

出典：住宅・土地統計調査 

④居住水準達成状況 

 最低居住水準は、近年概ね達成されていますが、誘導居住水準は若干の改善はあるものの

7 割程度の達成となっています。 

単位 上段：戸数、下段：% 

出典：住宅・土地統計調査 

最低居住面積水準：健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠ですべての世帯が確保すべき水準で、単身者 25 ㎡以

上、2 人以上の世帯 10 ㎡×世帯人数+10 ㎡となっている。 

誘導居住面積水準：世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と

考えられる住宅の面積に関する水準で、都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住

を想定した一般型誘導居住面積水準と、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した都

市居住型誘導居住面積水準がある。 
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⑤利用関係別新設住宅の状況 

 平成 29 年度住宅着工数は 206 戸で、持ち家 129 戸（62.6％）、貸し家 67（32.5％）、分

譲住宅 4（1.9％）、給与住宅 6（2.9％）となっています。近年の新設戸数は平成 6 年をピー

クに減少傾向にあります。               単位 上段：戸数、下段：㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：建築着工統計調査 
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単位：戸 

出典：建築着工統計調査 

⑥耐震化率 

 本市の一般住宅の耐震化率は、平成 25 年度住宅・土地統計調査の結果、58％となってい

ます。また平成 30 年策定の天草市耐震改修促進計画では、平成 37 年度までに耐震性の不

十分な住宅を概ね解消することを目標としています。 

                                    単位：戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：H25 住宅・土地統計調査（H31 天草市建築物耐震改修促進計画） 
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⑦住宅の防火設備の設置状況 

 平成１６年に消防法が改正され、戸建て住宅や共同住宅に住宅用火災警報器を設置するこ

とが義務付けられ、新築住宅は平成 18 年から、既存住宅は条例により平成 23 年までに設

置することとなりました。 

 本市の自動火災感知設備の設置状況は、少し古いデータではありますが、平成 20 年調査

時で 3 割程度となっています。         単位 上段：戸数、下段：㎡ 

 

 

 

 

 

出典：平成 20 住宅・土地統計調査 

⑧住宅の省エネルギー設備の設置状況 

 「太陽光を利用した温水機器等」がある住宅数は、居住世帯あり住宅数のうち平成 25 年

度調査で 28.41％、「太陽光を利用した発電機器等」がある住宅数は 6.99％、「二重サッシ又

は複層ガラスの窓」がある住宅数は 8.26％となっています。全国平均と比較すると温水機

器を利用した割合が高く、二重サッシ・複層ガラスの割合は低くなっており、地域性の特性

が表れています。 

 

単位 上段：戸数、下段：㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住宅・土地統計調査 
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⑨高齢者の住まいの状況 

 居住世帯あり住宅数のうち、65 歳以上の世帯員のいる世帯数の割合は、57.78%となって

います。またその内、高齢者等用の設備がある住宅数の割合は、88.85%と概ね整備されて

いるといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：H25 年度国勢調査 

※高齢者等の設備：手すり、またぎやすい高さの浴槽、廊下などの幅が車いすで通行可能、 

段差のない屋内、道路から玄関まで車いすで通行可能 
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３．１ 基本方針 

  

本市の総合計画では、人が輝き 活力あふれる 日本の宝島“天草”をまちづくりの目標

に掲げています。 

 

 

「人が輝き」とは 

       まちづくりにおいて、市民が積極的に参画し、その結果として感動や達成

感があることを意味しています。また、天草の一番の宝は市民であり、宝物

が輝きを放つことをイメージしています。 

 

 「活力あふれる」とは 

        本市の産業の発展や地域の活性化、市民が健康で生き生きと生活できるこ

となどへの希望を意味しています。 

 

 「日本の宝島“天草”」とは 

        本市には、素晴らしい自然・風景や豊富な農林水産物、そして独自の電灯・

文化など、他に誇れる多くの宝（地域資源）があることを意味しています。 

 

 

住生活に関わるまちの将来像としては、市民の生命や財産を守るための防災対策、消防・

救助・救急体制が強化され、安全な交通環境や防犯対策などが充実しているとともに、地域

社会の中で市民がお互いに支え合う連携・協力体制が構築され、地球や本市の素晴らしい自

然環境を守ることへの市民意識の高揚による循環社会、安心・安全な住環境の中で暮らすこ

とができるまち。 

 道路や上下水道などの市民の生活基盤や公共交通、さらには情報通信網などが整備・構築

され、利便性が高い魅力ある都市機能を有するとともに、県内外の他都市との人や物、情報

などの交流が盛んに行われており、交流人口の拡大により地域が活性化され、明るい未来が

展望できる九州西岸地域の交流拠点となるまちとされています。 

 以上より、以下の方針を本計画の基本方針とします。 
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基本方針Ⅰ 

安心な暮らしの実現 

  人口構造の変化や地域経済の変動により市民生活が多様化する中、バリアフリー対応や

地域に住み続けるために、災害時も含め誰もが安心して暮らせる住生活を目指します。 

 

基本方針Ⅱ 

 良質な住まいの実現 

  耐震や省エネ等の性能を備えた住宅の供給、増加する経年住宅への適切な対応、適正な

維持管理による長寿命化の促進等を図ります。 

 

基本方針Ⅲ 

 住みやすいまちの実現 

  人口減少や少子高齢化によりコミュニティの希薄化が懸念される中、住民が魅力を感じ、

また、誇りを持つことができる地域で暮らせる住生活を目指します。 

 
 
 

基本方針Ⅰ 

安心な暮らしの実現 

基本方針Ⅱ 

良質な住まいの実現 

基本方針Ⅲ 

住みやすいまちの実現 
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             ４．１ 基本施策 
             ４．２ 施策体系 
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４．１ 基本施策 

 

 

   近年の急速な少子高齢化の進行や生活様式の多様化など社会情勢の変化に対応し、市

民の多様な住宅ニーズに応えられる良質な住宅ストックの形成を目指します。 

   特に、既存住宅では、生命に関わる耐震化や高齢化等に対応したユニバーサルデザイ

ンによる住まいづくりなどについて、早期の改善を促進します。 

 

 

   地域の自然、歴史、文化などの特性にあわせて、住民が誇りと愛着をもつことのでき

る良好な居住環境の形成を目指します。 

   また、漁村集落をはじめ市内の各所に点在する木造老朽家屋が密集する地域では、不

燃化や接道不良住宅の改善などを促進し、災害に強い住宅、住宅地づくりを推進します。 

 

 

   市場重視の住宅政策への転換が進められる中で、高齢者や障がい者などの住宅弱者が

住み慣れた地域や家庭で自立し、安心して暮らし続けることができる住宅の確保など地

域の実情に即した体制の充実を目指します。 

 

 

   住宅は健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤であることから、低額所得者、被災

者、高齢者、子育て家庭など特に配慮が必要な人に安定して住宅が確保されるよう、公

的な住宅の充実を図ります。 

 

 

   市民の多様な住宅ニーズに応えるとともに、住宅市場の流動化、活性化を図るため、

住まいに関する情報提供を行います。 

 

 

   良好な居住環境を形成するため、福祉や環境部門など関係する部門と連携した効率

的・効果的な住まいづくりを目指します。また、住む人が快適な居住環境を形成するた

め、計画づくりや事業実施における住民参加を促進します。 

 

 

   人口が減少するとともに財政的にも厳しい状況のもと、住宅困窮者等に対しての市営

住宅の役割を踏まえ、既存の住宅ストックを最大限に活用し安定的な住宅供給に努めま

す。 

①質の高い住宅の整備 

②良好な住環境の維持・形成 

③高齢者・障がい者に配慮した住宅の確保 

④公的賃貸住宅の提供 

⑤住宅市場への情報発信、行政と民間の連携 

⑥住民参加のまちづくり 

⑦市営住宅の供給及びストック 
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   市民の需要に即した住宅供給が図られるよう、民間事業者の持つ能力を活用しつつ、

良質な住宅供給の促進を図ります。また、事業者への適正な指導を行うなど、住宅購入

者等の利益の擁護及び増進が図られることを支援していきます。 

 

４．2 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧民間住宅建設の誘導及びストック 

Ⅲ 

住
み
や
す
い
ま
ち
の
実
現 

Ⅱ 

良
質
な
住
ま
い
の
実
現 

Ⅰ 

安
心
な
暮
ら
し
の
実
現 

基本方針 基本施策 展開方向 

質の高い 

住宅の整備 

a.住宅性能表示制度、長期優良住宅の普及促進 

b.住宅の耐震性の向上 

c.環境に配慮した住宅供給促進 

ｄ.住宅の長寿命化の促進 

良好な住環境

の維持・形成 

a.災害に強い都市基盤 

b.環境にやさしい住環境 

c.若者が定住できる良好な住環境の形成 

高 齢 者 ・ 障 が

い者に配慮し

た住宅の確保 

a.高齢者等に配慮した住宅づくりの促進 

b.安心して入居ができる体制・環境づくり 

c.ユニバーサルデザインに配慮した住宅促進 

公的公営住宅

の供給 

a.公営住宅の適正な管理 

b.公営住宅の適正な配置 

c.公営住宅の質の改善 

住 宅 市 場 へ の

情報発信と連携 

a.住宅の情報提供 

b.相談窓口の設置 

住 民 参 加 の ま ち づ く り 

市営住宅の供給及びストック 

民間住宅建設

の誘導及び 

ストック 

a.安全で快適な民間住宅の建設促進 

b.住み替え需要への対応 
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             ５．１ 施策の展開方向 
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5．1 施策の展開方向 

①質の高い住宅の整備 

 a.住宅性能表示制度及び長期優良住宅の普及促進 

  新築及び既存住宅について、耐震性や高齢者への配慮など多角的な視点から住宅の性能

を評価できる住宅性能表示制度及び長期優良住宅の普及と活用を促進します。 

 b.住宅の耐震性の向上 

  耐震改修促進計画に基づく施策の推進を図るとともに、県の助成制度や税金の優遇制度

等を活用した住宅の耐震診断や改修及び建替えを促進します。 

 c.環境に配慮した住宅供給促進 

  太陽光・太陽熱など新エネルギーを利用した住宅や二重サッシの設置など、省エネルギ

ーに配慮した住宅の普及促進を図ります。 

  また、本市では住宅用の太陽光発電システムを設置する場合には独自の助成制度を設け

ており、制度の普及と活用の促進を図ります。 

 

②良好な居住環境の維持・形成 

 a.災害に強い都市基盤の形成 

  市内には沿岸部の漁村集落等、道路幅員が狭く木造住宅が密集している住宅地が多く、

防災上の懸念もあることから、各種制度の活用などによる住宅地環境の改善を推進しま

す。 

  地震や局地的な集中豪雨に伴う浸水被害等の自然被害に対する住民不安を解消するた

め、迅速な情報の提供や災害に強い住宅構造、設備等についての情報の提供に努めます。

また、地震等により転倒する恐れのあるブロック塀の撤去や改修の促進を図ります。 

  火災発生の迅速な発見のため、住宅への火災警報器等の設置を促進します。 

 b.環境にやさしい居住環境の形成 

  環境にやさしい木造住宅の建設促進と地球温暖化の防止、地域の木材関連産業の競争力

強化等に貢献する地域材の利用拡大を図るため、地域材を活用した住宅の普及を促進し

ます。 

  建築物の解体時の環境負荷を軽減するため、住宅建設時の廃棄物の発生抑制、廃材の再

資源化等の促進を図ります。また解体時等におけるアスベストの飛散防止の徹底をはか

ります。 

 c.若者等が定住できる良好な居住環境の形成 

  産業の振興による働く場の確保や担い手の育成とあわせて、若者定住の受け皿となる住

宅の供給・確保を図るなど、若者を呼び込む魅力的な環境形成により定住を促進し、地

域の活性化に努めます。 
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  安心して子供を産み育てられる居住環境を整備するため、既存施設を活用した子育て期

の家族の交流の場づくりや活動の推進などを支援します。また道路や公園などの公共施

設整備や定住向け対策としての宅地整備など、良質な居住環境を誘導します。 

 

③高齢者・障がい者等に配慮した住宅の確保 

 a.高齢者等に配慮した住宅づくりの促進 

  急速な高齢化の進行を踏まえて、住宅のバリアフリー化を促進し、高齢者や障がい者が

自宅で安心して快適に自立した生活を送ることができる居住環境の形成を図ります。 

 b.安心して入居ができる体制・環境づくり 

  高齢者や障がい者、ひとり親家庭等の民間賃貸住宅への円滑な入居を支援するため、家

賃保証制度等の各種制度の情報提供とあわせて有効活用を促進します。 

  災害弱者緊急通報システムや地域福祉ネットワーク事業の推進によるひとり暮らし高

齢者や障がい者世帯等への安否確認の仕組みの拡充など、誰もが住み慣れた地域で安心

して暮らせる環境づくりに努めます。 

 

④公的賃貸住宅の提供 

 a.公営住宅の適正な管理 

  住宅に困窮している世帯への入居機械の公平性を確保するため、適正な家賃負担や入居

基準などの入居世帯の資格を適宜確認するなど適正な運用を図るとともに、定住化けい

こうにある収入超過者や高額所得者の撤退を促します。 

 b.公営住宅の適正な配置 

  広域に散在・偏在する公営住宅の適正配置を図るため、市全体としての適正な住宅管理

のあり方を検討し、老朽化が進む住宅や小規模な団地（10 戸程度）で需要の低い住宅

は用途廃止を推進するなど、現入居者の負担に配慮しながら集約化を図ります。 

 c.公営住宅の質の改善 

  新耐震基準（昭和 56 年）以前に建築された公営住宅は、耐震診断結果を踏まえて計画

的な耐震改修を行います。 

 

⑤住宅市場への情報発信、行政と民間の連携 

 a.住宅の情報提供 

  事業者と連携して、市内の空き家やリフォーム業者の情報等、きめ細やかな情報提供を

図ります。また市民が安心して住宅取引ができる環境を形成するため、住宅の性能や住

宅事業者に関する情報の提供に努めます。 

  基幹産業である農業・漁業の振興を図るため、市外から新たに訪れる就農者、漁業者等

への住宅情報の提供に努めます。 

  ライフスタイルやライフステージの変化に応じた住み替え支援をするため、これらに関

する情報の提供を行います。 
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  現在創設している「空き家情報バンク制度」を活用して、市内にある空き家を地域に活

気を呼び戻すための魅力ある“宝”としてとらえ、移住・定住を希望する都市住民にそ

の情報を提供していきます。 

 b.相談窓口の設置 

  住宅に関するトラブルや各種制度の活用など、住宅に関する総合的な相談窓口の設置を

検討します。 

 

⑥住民参加のまちづくり 

  市民との協働による住宅・まちづくり活動を推進するため、住まいづくりへの助言や専

門家の派遣、相談体制の充実などの活動支援を行います。 

  市民が主体となって進める地区計画や建築協定等の活動を支援し、良好な住宅地の環境

保全や改善を促進します。 

  犯罪の抑制や地域活力維持・向上につながる住民相互の交流、地域のまちづくり活動を

促進し、安全でやすらぎのある居住空間の形成に努めます。 

  歴史や風土に培われたまちなみや農山村の風景等を守り育てていくため、交付金事業を

活用するなどして、地域の人と協働で良好な景観形成を進めます。 

 

⑦市営住宅の供給及びストックの活用 

  高齢単身者、障がい者、若年子育て世帯、DV 被害者などの多様化する社会的弱者の円

滑な入居を図るため、適正な住戸の供給に努めます。 

  財政状況が厳しい中、既存の市営住宅のストックに努め、必要に応じて改善を図ります。 

 

⑧民間住宅建設の誘導及びストックの活用 

a.安全で快適な民間住宅の建設推進 

  戸建住宅、共同住宅など民間住宅建設における適正な指導等を通じて、居住水準の向上

を促進するとともに、耐震性、高齢者・障がい者等への配慮、十分な駐車場の確保など

安全で快適な住宅建設の誘導を図ります。 

 b.住み替え需要への対応 

  各世帯がそれぞれのライフスタイルやライフステージに応じて適正な住宅への住み替

えが容易になるように、中古住宅の情報提供や居住環境づくりを進め、民間住宅市場の

活性化を図ります。 
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             ６．２ 具体的な取組み 
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6．1 基本目標と基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標：安心・安全・快適に暮らせる公営住宅の実現 

基本方針 1： 
 老朽化した既存ストックの計画的で質的向上を目指した建て替えの推進 
  ○適正な居住水準の確保など、機能を高める住宅の建替え 
  ○需要と空き家状況を勘案しつつ、安定した公営住宅の供給量の確保 
  ○子育て支援機能及び高齢者福祉機能との併設・連携の検討 

基本方針 2： 
 ユニバーサルデザインの理念に基づく公営住宅等の整備 
  ○高齢者や障がい者に配慮した住宅の建替え事業及び改善事業の推進 

基本方針 3： 
 既存ストックの居住性の向上及び長寿命化の推進 
  ○予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等によるライフサイクルコストの低減 
  ○長寿命化に資する改善事業の計画的な実施 
  ○海岸に近い団地の風対策や塩害対策の強化 
  ○団地内歩行者の安全性を確保する駐車場の整備 
  ○地球環境負荷の低減を図る太陽エネルギーの活用検討や断熱性能の向上 
  ○台所・トイレ・浴室など水回り設備の改善による快適性の確保 

基本方針 4： 
 効率的な公営住宅の管理 
  ○分散する小規模団地の統廃合や用途廃止など集約化による効率的な管理運営 
  ○投資の軽減や効率的な供給が可能な借上げ公営住宅方式などの検討 
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6．2 具体的な取組み 

平成 23 年度に公営住宅の長寿命化によるコスト縮減を目指し、平成 24 年度から令和 3

年度までの 10 年間の公営住宅の修繕、改善、建替え、用途廃止などの活用方針を定めた、

天草市公営住宅長寿命化計画を策定しております。この天草市公営住宅長寿命化計画策定時

に新たな天草市総合計画の策定や、財政事情による改修事業の計画の見直しを行うこととし

ておりました。平成 26 年に第 2 次天草市総合計画が平成 27 年から令和 4 年度までの 8 年

間で計画されたことを受け、平成 28 年度に見直しをした天草市公営住宅長寿命化計画は、

平成 29 年度から令和 4 年度までの計画としております。 

 

天草市公営住宅長寿命化計画の改修事業の見直方針の中の個別改善については、見直し前

の長寿命化計画で予定していた、外壁改修と併せて実施することしていた３箇所給湯・屋内

手すりの設置については、未実施の状況のため、新しい長寿命化計画では改修事業は財政事

情等を踏まえ、前期において実施している外壁改修等を順次実施することとし、前期・後期

において計画していた３箇所給湯・屋内手すりの設置及び後期に計画していた給排水管耐久

性の改修については、対象団地の外壁改修等を実施後に他の必要な屋内改修と併せ、改めて

計画するものとし、修繕対応については、各住宅の躯体の状況、将来的な管理予定期間の状

況等を踏まえ必要な修繕を行うとともに、管理上大規模な修繕が必要な住宅については必要

に応じ「個別改善」の住宅と同様の外壁改修等を行います。 

用途廃止の住宅については、長寿命化計画に基づき退去後に解体を行い公営住宅等の用途

廃止を行ってまいりました。また、戸建等の公営住宅で入居者への譲渡が適当な住宅につい

ては、当該住宅用地も含め譲渡を行い用途廃止しています。しかしながら、入居者の自主退

去又は譲渡申し出を待っての用途廃止のみでは、老朽化住宅の対応は困難な面があり、計画

的に用途廃止を進めていく必要があります。 

今後も用途廃止が決定している住宅については、入居者が退去後は速やかに用途廃止の手

続きを進めるとともに、対象住宅の建設年度、老朽化等の程度により用途廃止する住宅の優

先度を定め移転等の推進を図ります。また、移転用の住宅として用途廃止としている住宅に

ついても比較的老朽化が進んでいない住宅については移転用住宅として活用するために、随

時「修繕対応」の住宅へ変更し必要な外壁改修を行います。さらには、住宅用地を含め譲渡

が適当である住宅については、入居者等へ譲渡の推進を図ります。 

平成 28 年度より市営住宅の管理については、指定管理の手法を取っており、その概要に

ついて以下のとおりです。 
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■指定管理者の導入の概要 

導入時期 平成 28 年 7 月 1 日 

導入施設 天草市営住宅条例に基づく市営住宅及び共同施設 

天草市特定公共賃貸住宅条例に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設 

天草市改良住宅条例に基づく市営改良住宅及び共同施設 

天草市一般住宅条例に基づく一般住宅及び共同施設 

選定方法 公募 

指定の期間 ３年、５年（H31.4～） 

選定の基準 適正かつ迅速な施設の維持管理、効率的な市営住宅等の管理運営、地元の

民間事業者の能力の活用 

 

本市が行う業務 公平な住宅政策の実施の観点

から行政主体としての判断が

必要な業務 

入居者の決定、家賃の決定に関する業務、

各種申請（家賃減免、徴収猶予、同居・承

継承認、模様替え）、明け渡し請求、損害賠

償請求、維持管理に関する計画策定、収納

事務、徴収事務、滞納指導、市営住宅管理

システム入力等 

指定管理者が行

う業務 

市営住宅の入居及び退去に関

する補助業務 

入居等に関する相談、入居確認、退去に関

する相談・指導・確認 

市営住宅及び共同施設の管理

及び適正な使用の確保に関す

る補助業務 

各種申請書の受付補助、不適正入居・使用

者指導 

市営住宅及び供応施設の維持

補修に関する業務 

保守点検業務、空き部屋の補修、植栽の維

持管理 

家賃等収納関係補助業務 家賃等の納付案内、家賃等の納付指導 

家賃等の納付相談の受け渡し 
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7．1 背景と目的 

 近年、全国的な傾向として、人口や世帯数の減少や住宅数の増加に伴い、空き家等が増加

しています。中には適切に管理されずに放置されたまま老朽化している空き家等も少なくあ

りません。そうした老朽危険家屋は安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、実に様々

な問題を生じさせ、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあることから、早急

な対策を講じる必要があります。 

 本市の空き家率は、平成 25 年の住宅・土地統計調査によれば 19.4%と県内においてもっ

とも高い状況にあり、老朽危険家屋の不適正管理に関する苦情や相談が多く寄せられていま

す。今後、更なる対策を講じなければ、ますます空き家及び老朽危険家屋は増加し、苦情や

相談の件数が増加することが予想されます。 

 平成 27 年 5 月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。法において、

空き家等の所有者または管理者は、空き家等の適切な管理については第一義的な責任を有す

るとされており、市町村が地域の実情に応じた空き家等に関する対策の実施主体として位置

付けられています。法及び本市の状況から、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推

進する必要があります。 

 

7．2 現状と課題 

 ①現状 

第 2 章でも述べてきたとおり、空き家の数は年々増加傾向にあります。住宅・土地統計調

査結果によると空き家数は平成 20 年調査では住宅総数 40,710 棟に対して、居住世帯のな

い住宅（一時現在者及び建築中を含む空き家等）7,170 棟で空き家率は 17.4%となっていま

す。平成 25 年の調査では、住宅総数 41,010 棟に対して居住世帯のない住宅は 8,090 棟で

空き家数は 920 棟増加しており、空き家率は 19.4%と県内で最も高い割合となっています。 

単位 上段：戸数、下段：% 

出典：住宅・土地統計調査 

 次に本市では老朽危険家屋の実態を把握するため、平成 25 年度に実態調査を行っていま

す。この調査は、市販の住宅地図を用いて全ての家屋の踏査を行い、外観から危険と判定で

きる家屋のほか、近隣建築物、周辺地域への危険度を簡易的に判定し、当該建物の写真撮影、

位置の確認及び記録を行いました。この調査における「危険家屋」とは、老朽化や管理が適
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正に行われず全壊、半壊、一部損壊した家屋で、住民生活に悪影響を及ぼしている、または

及ぼす恐れがある家屋を定義しており、結果は次のとおりとなっています。 

 尚、本調査は市内全域に存在する全家屋を対象としており、住宅・土地統計調査等他の調

査家屋棟数とは異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度 天草市老朽危険家屋実態調査 

 調査棟数 57,746 棟のうち、空き家は 3,220 棟で空き家率は 5.6%、うち 645 棟が老朽危険

家屋でした。空き家率は旧牛深町と旧天草町が 10％前後、それ以外では旧御所浦町・旧河 

浦町が8％程度、その他が5％前後です。空き家及び危険家屋の棟数としては旧牛深町が突

出して多く、特に海岸部に近い、住宅の密集地に多い傾向にあります。旧牛深町に限らず、

天草市において旧来港町として発展してきた集落では、人口の多かった時期に狭隘地の利用

可能な場所に多くの家が建てられており、それぞれ軒が重なるほど接近して家並みを形成し

ています。またこれらの家屋は、幅員が非常に狭く車が通行できないような道路にのみ接し

ているか、そもそも道路に接していない家屋も多く存在しています。そうした生活に不便な

場所に空き家が集中する傾向にあり、危険家屋化している場合も見受けられます。空き家数

は人口の減少とも密接に関わっており、今後もそうした場所のみならず、市の周縁部での増

加が見込まれます。 

 

②課題 

前述のとおり、平成25 年住宅・土地統計調査から、空き家率は県下で最も高く、また、空

き家の実態調査を行った結果、現在、空き家が3,220 棟、うち老朽危険家屋が645 棟存在

することが判明しています。また、今後、更に人口減少や高齢者のみの世帯が増加し、ます

ます空き家も増加していくものと見込まれ、次のような課題があると考えられます。 
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（１）所有者等による適正管理にかかる課題 

住宅・土地統計調査によれば現在空き家総数の32.2％に腐朽・破損があることから、今後そ

れらの空き家が老朽危険家屋化する可能性が高いと考えられます。実際に老朽危険家屋に関

する苦情・相談件数は増加しつつあり、地域での問題となっています。今はまだ腐朽・破損

がない家屋であっても、長期間空き家となった末に、管理の手が行き届かず老朽危険家屋化

することが予想されます。近年、所有者意識の希薄化もあって、長年放置される空き家が増

加しているため、そうした空き家等に対して、所有者等がいかに空き家等を老朽危険家屋に

しないよう、適正管理をするか、長期間空き家とならないよう活用していくかが、大きな課

題となります。 

（２）地域的な課題 

本市は地勢状、平地が少なく、海岸部に住宅密集地が形成されている地区が多く見受けら

れます。そうした住宅密集地では、道路の幅員が非常に狭いか、家屋が道路に接していない

場合がほとんどです。道路の状況によっては、建物の更新や除却にあたって、工事が容易に

進まず、費用も高額になることを理由に空き家を放置する場合もあり、建物の老朽化、空き

家化に繋がりやすい状況です。また災害時にはそうした建物が倒壊したり、延焼したりする

ことによって避難路の妨げになることが予想されることから住宅密集地の空き家等対策が

必要です。 

（３）中古住宅活用の課題 

全国的な傾向として新築物件に対する需要が高く、また本市は市域全体が過疎地に指定さ

れていることもあって、中古住宅の流通に結び付きにくい傾向にあります。また本市の不動

産業者のほとんどが本渡エリアに位置しており、本渡以外の物件の流通は少ない状況です。

これをうけて、本市では平成20 年より空き家バンクを開設しています。空き家所有者と利

用希望者のマッチングを行い、年々物件の登録も利用希望の問合せも増えています。空き家

バンクは移住希望者向けに運営を行っているため、天草島内在住者には紹介を行っていませ

んが、利用に関する問合せは多く、住宅やそれ以外の用途としての需要があると考えられま

すが、登録物件数等の関係から紹介には至っていないのが現状です。空き家等の活用に関し

ては所有者等が積極的ではない場合が多く、例えば仏壇がある、年に一度帰る際に使用する、

相続が発生し所有者が確定していないといった理由から活用が進んでいません。また空き家

を活用するにあたって、家屋の管理、賃貸や売却の手続き、相続や売却による所有権移転の

登記など、専門知識が必要な場合も多く、所有者にとってはなかなか相談の足がかりがない

こともあり、活用に結びついていない状況です。中古住宅を活用するにあたっては、まずは

活用に至るまでの様々な手続きや管理などの課題の解決方法を所有者等へ周知する必要が

あります。 

 

 

  



 
第 7 章  空き家に関する取組み 

 

34 
 

7．3 基本方針 

 本市における空家等対策は以下の基本方針のもと、各施策を進めることによって、問題の

ある空き家等を可能な限り減らし、快適な生活環境の保全と向上を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）空き家化の予防 

家屋の所有者が普段から適切な管理を行い、長期間空き家とならないよう利活用について早

くから検討するなど、所有者としての意識づけを行うことで、新たな空き家が発生すること

を防ぎます。 

（２）利活用の促進 

長期間管理されないままの空き家は老朽化が進行しやすいことから、利用が可能な空き家等

については、可能な限り早い段階から中古住宅等として活用することで長期間の空き家化を

防ぎ、空き家の増加を抑制します。 

（３）空き家の管理不全の解消 

管理不全な空き家等に対して適正管理の依頼を行う他、老朽危険家屋等除去促進事業補助金

の利用を勧奨することにより、周囲に迷惑をかける可能性の高い管理不全状態の空き家を、

所有者の自発的な取り組みによって解体・除去を推進します。 

（４）特定空き家等の措置 

特定空き家等の所有者等へ対して指導・助言、勧告、命令、代執行といった措置を行うこと

によって、周囲の住環境へ与える影響を最小限に留めるよう努めます。 

 


